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　防災集団移転先団地における住宅用地
　を移転対象以外の被災者に分譲します
◆申込資格‖平成23年３月11日時点において、本市
の区域内に住所を有し、かつ居住していた持家または
借家が⒜⒝のいずれかに該当すること⒜東日本大震災
により全壊、全焼、全流失、または大規模半壊した⒝
東日本大震災により半壊し、その住宅を取り壊した、
または、取り壊すことが確実である（このほかにも要
件があります。）
◆申込受付日時‖平成28年２月９日㈫までの10:00～
15:00（年末年始（12月29日～１月3日）を除く平日
のみ）
◆受付会場‖市役所本庁舎４階事業計画課
※受付期間において先着順で、契約の相手方を決定し
ます。ただし、同日に一つの住宅用地につき複数の申

　「住まいの復興給付金」申請相談会
　「住まいの復興給付金」は、東日本大震災で被災し
た住宅の所有者が、消費税率８％引上げ（平成26年
４月１日）以降に、住宅を建築・購入、または補修（工
事費が税抜100万円以上）し、その後居住する場合に、
消費税増税分相当（最大約90万円（建築・購入時））
の給付が受けられる制度です。（被災時に住宅を所有
していなかった場合、賃貸住宅にお住まいだった場合、
消費税率５％で建築・購入あるいは補修を行った場合
は対象になりませんのでご注意ください）
　この「住まいの復興給付金」の申請に関する相談会
を行います。詳しくは、別添チラシをご覧ください。

問い合わせ　事務局　  0120･250･460（9:00～17:00）

し込みがあった場合は、同日16:00に、受付会場にて
くじ引きにより契約の相手方を決定します
※申込資格や宅地の場所等について詳しくは、事業計
画課で配布する募集要項をご覧いただくか、市ホーム
ページ(http://www.city.sendai.jp/fukko/121918
6_2757.html)でご確認ください。
問い合わせ　事業計画課 ☎214･8805

日時 会場

12/11㈮・12㈯ 10:00～
16:00 宮城野区中央市民センター

12/20㈰・21㈪ 10:00～
18:00

宮城復興局会議室（青葉区一番町4-6-1仙台
第一生命タワービル13階）

　マイナンバーの通知カードが届かない
　方へ
　平成28年１月より、マイナンバー制度が始まります。
社会保険や税の手続きの際、申請書等にマイナンバー
を記載していただくことになります。
　通知カードは10月下旬から、住民登録されている
住所に「転送不要の簡易書留郵便」で世帯ごとに配達
しています。12月になっても届かないときは、下記
にお問い合わせください。（住民登録が仙台市以外の
方は、住民登録されている市町村役場にお問い合わせ
ください。）
問い合わせ　仙台市マイナンバー通知カード問合わせ
ダイヤル（全国共通ナビダイヤル）☎0570･000･521

（8:30～19:00。12月29日～１月３日を除く）

　生活困りごとと、こころの健康相談会
　さまざまな生活の困りごとに司法書士が、心の健康
に保健師・臨床心理士・精神保健福祉士が相談に応じ
ます。
◆日時‖12月８日㈫13:00～16:00
◆会場‖宮城県司法書士会館（青葉区春日町8-1）
◆対象‖市内にお住まいか通勤・通学している方
申し込み　電話で宮城県司法書士会☎263･6755（9:
00～17:00）
問い合わせ　精神保健福祉総合センター☎265･2191

※裏面にもお知らせがあります
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　仙台フィル定期演奏会に被災された方
　をご招待します

　
◆会場‖日立システムズホール仙台
申し込み　往復はがきに代表者の住所・氏名・電話番
号、参加者全員（はがき１枚につき３人まで）の氏名

（学生は学校名と学年も）、希望の公演日、り災証明書
の証明番号、世帯主の氏名、被害の程度（全壊・大規
模半壊・半壊）を記入して郵送。各公演定員になり次
第受け付け終了
申し込み・問い合わせ　仙台フィルハーモニー管弦楽
団「復興パートナーシート」係〒980-0012仙台市青
葉区錦町1-3-9☎225･3934

期日 開演時間 指揮者 対象
1/22㈮ 18:30～

山田和樹 東日本大震災で半壊以上
の被害を受けた方各公演
30人〔先着〕
※1人１回限り、１公演に
つき１世帯３人まで。未就
学児は入場不可

1/23㈯ 15:00～
2/12㈮ 19:00～

パスカル・ベロ
2/13㈯ 15:00～
3/18㈮ 19:00～

梅田俊明
3/19㈯ 15:00～

　マイナンバー制度に便乗した不正な勧
　誘や個人情報の取得に注意！
　マイナンバー制度の開始に伴い、「個人情報を調査
中である」「口座番号を教えてほしい」「マイナンバー
カードの登録にお金がかかるので徴収したい」などの
不審な電話や訪問、メール等の事例が全国的に発生し
ており、実際に、現金をだまし取られたケースもあり
ます。
◆マイナンバーに関する手続きで、国や自治体の職員
が口座番号や所得・資産の情報、家族構成や年金・保
険の情報などを聞くことはありません。また、お金や
キャッシュカード番号を要求したり、ＡＴＭの操作を
お願いすることはありません。こうした内容の電話や
訪問、メールなどには応じないでください
◆不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても
断ってください
◆万が一金銭を要求されても決して支払わないように

　市営住宅入居者募集
◆申し込み受け付け‖12月16日まで
◆入居募集のごあんない‖12月４日から市役所国分
町分庁舎２階仙台市建設公社募集収納課、市役所本庁
舎１階市民のへや、区役所総合案内、総合支所、青葉
区役所戸籍住民課仙台駅前サービスセンター（アエ
ル５階）、証明発行センター、各区中央市民センター、
生涯学習支援センター、宮城県住宅供給公社、市営住
宅管理事務所で配布
◆入居可能日‖２月24日（予定）
◆申し込み方法、募集団地・住戸タイプ、家賃、入居
資格などについて詳しくは、「入居募集のごあんない」
をご覧ください。
※配偶者等からの暴力被害者の方の申し込み条件等に
ついては、お問い合わせください
問い合わせ　仙台市建設公社募集収納課☎214･3604

　電話による消費生活特別相談
　消費生活トラブルや多重債務に関する相談を、弁護
士・司法書士・消費生活相談員が電話で受け付けます

（１人30分まで）。予約不要です。
◆日時‖12月20日㈰10:00～16:00
◆対象‖市内にお住まいか通勤・通学している方
◆相談ダイヤル‖☎212･3110
問い合わせ　消費生活センター☎268･7040

　深沼漁港の防潮堤が復旧しました
　若林区荒浜の漁港区域における防潮堤の復旧工事が
完了しました。
　今回の復旧工事は、これまでの比較的発生頻度の高
い津波や高潮から地域を守るために、震災前より１ｍ
高い７．２ｍの堤防にしています。また、津波に強い
構造として、堤防基礎の周辺を地盤改良するなどの対
策を講じています。

問い合わせ　農政企画課☎214･8265
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しましょう
◆少しでも不安を感じたら消費生活センターにご相談
ください
問い合わせ　消費生活センター☎268･7867


